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5,129億円

5,585億円
（+8.9%）

5,706億円
（+2.2%）

6,430億円
（+12.7%）

7,058億円
（+9.8%）

8,104億円
（+14.8%）

9,001億円
（+11.1%）

（億円）

障害福祉サービス等予算の推移

10,055億円
（+11.7%）

10,530億円
（+4.7%）

11,244億円
（+6.8%）

12,319億円
（+9.6%）

13,468億円
（+9.3%）

14,695億円
（+9.1%）

15,998億円
（+8.9%）

16,946億円
（+5.9%）

18115億円
（+6.9%）

19,211億円
（+6.1%）

※こども家庭庁計上

※こども家庭庁計上

20,341億円
（+5.9%）
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年齢別の障害福祉サービス等の利用者数の推移
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都道府県別の障害福祉サービス等の人口千人当たり利用者数

8
※ 国保連データ及び人口推計（全年齢人口）から作成。令和５年10月の利用者数。

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県
千葉県

東京都

神奈川県
新潟県

富山県

石川県 福井県

山梨県

⾧野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県
京都府

大阪府兵庫県
奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県 愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

⾧崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県平均

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

5.0 7.0 9.0 11.0 13.0 15.0 17.0 19.0 21.0 23.0

Ｈ
２
７
を
１
と
し
た
場
合
の
Ｒ
５
の
人
口
千
人
当
た
り
利
用
者
数

Ｒ５の人口千人当たり利用者数



身体障害者の都道府県別の人口千人当たり利用者数
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※ 国保連データ及び人口推計（20歳以上）から作成。令和５年10月の利用者数。



知的障害者の都道府県別の人口千人当たり利用者数
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※ 国保連データ及び人口推計（20歳以上）から作成。令和５年10月の利用者数。



精神障害者の都道府県別の人口千人当たり利用者数
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※ 国保連データ及び人口推計（20歳以上）から作成。令和５年10月の利用者数。



障害児の都道府県別の人口千人当たり利用者数
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※ 国保連データ及び人口推計（20歳未満）から作成。令和５年10月の利用者数。



令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率:＋1.12％（改定率の外枠で処遇改善加算の一本化の効果等があり、それ
を合わせれば改定率＋1.5％を上回る水準）

 今般新たに追加措置する処遇改善分を活用し、障害福祉の現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5%、令和７年度に
2.0%のベースアップへと確実につながるよう、配分方法の工夫を行う。

 ２月６日に報酬改定案のとりまとめ、パブコメを実施した上で、３月に報酬告示の改正、関係通知の発出。原則として令和
６年４月１日に施行。

 障害福祉分野の人材確保のため、介護並びの処遇改善を行うとともに、障害者が希望する地域生活の実現に向けて、介護との収支
差率の違いも勘案しつつ、新規参入が増加する中でのサービスの質の確保・向上を図る観点から、経営実態を踏まえたサービスの
質等に応じたメリハリのある報酬設定を行う。

○ 障害者が希望する地域生活の実現
・ 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配
置を評価する加算を創設
・ 障害者支援施設から地域へ移行した者がいる場合に、入所定員を減ら
した場合を評価するための加算を創設
・ 支援の質の高い相談支援事業所の整備を推進するため、機能強化型
の基本報酬を充実 等

○ 多様なニーズに応える専門性・体制の評価
・ 強度行動障害を有する児者を支援する「中核的人材」の配置や「集中
的支援」について評価（生活介護・施設・グループホーム等）
・ 医療的ケア児の成人期への移行にも対応した医療的ケア体制の充実
（生活介護・施設・短期入所等）
・ 児童発達支援センターの機能強化、児童発達支援・放課後等デイ
サービスの総合的な支援の推進。支援ニーズの高い児や家族への支援
の評価充実、インクルージョンの推進 等

○ 支援時間・内容を勘案したきめ細かい評価
・ 生活介護の基本報酬設定にサービス提供時間に応じた評価の導入。なお、
サービス提供時間については、個別支援計画に定めた個々の支援時間での
算定を基本とするなど一定の配慮を設ける
・ グループホーム、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいても、サービス
提供時間に応じた評価を導入
・ 就労継続支援A型における生産活動収支や、就労継続支援B型における
平均工賃月額に応じた評価
・ 通所系サービスにおける食事提供加算について栄養面を評価しつつ経過
措置を延⾧
・ 障害者虐待防止措置や身体拘束の適正化等、必要な基準を満たしてい
ない場合の減算の導入・見直し（全サービス共通） 等

○ その他
・ 重度化・高齢化を踏まえた居宅介護・重度訪問介護の国庫負担基準の
見直し
・ 物価高騰を踏まえた施設における補足給付の基準費用額（食費・光熱
水費）を見直し 等
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の概要（抄）

○ 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定においては、客観性・透明性の向上を図る
ため、前回改定に引き続き、厚生労働省内に設置した検討チームにおいて、有識者の
参画を得て公開の場で検討を行った。

○ 今回の報酬改定に係る検討を行う中で出た意見等を踏まえ、以下の事項について、
引き続き検討・検証を行う。

令和６年２月６日
障害福祉サービス等
報酬改定検討チーム

第３ 終わりに

① 障害者支援施設の在り方について
● 障害者支援施設の在り方についての検討を進めるため、令和６年度において、今
後の障害者支援施設が担う役割や機能等に関して整理しつつ、更なる地域移行を進
めていくための調査研究の実施や検討の場を設ける。

② 共同生活援助における支援の質の確保について
● 共同生活援助における障害者の特性に応じた支援や、サービスの質を評価するた
めの具体的な基準の在り方について、支援に関するガイドラインの策定や、管理者、
従業者等に対する資格要件や研修の導入等について、令和６年度以降検討する。

③ 共同生活援助における個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置の取扱い
について
● 今年度末までの経過措置とされていた、共同生活援助を利用する重度の障害者が
個人単位で居宅介護等を利用することについては、引き続きその在り方を検討する。

④ 障害福祉サービスの地域差の是正について
● 障害福祉サービスの地域差を是正し、サービスの供給が計画的かつ効率的に行わ
れる方策について、必要なサービスが公平かつ適正に提供されるよう、共同生活援
助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行の状況を踏まえた事業所指定の
在り方について検討する。

⑤ 計画相談支援及び障害児相談支援について
● 相談支援事業所における手話通訳士等によるコミュニケーション支援の実態を把
握するとともに、コミュニケーション支援の体制を確保する方策について検討する。

⑥ 質の高い障害児支援の確保について
● 質の高い障害児支援の提供を推進するため、支援に当たる人材の配置や評価の在
り方について検討する。

● 障害児相談支援について、セルフプランの状況等も踏まえながら、必要な質・量
を確保する方策について、引き続き検討する。

⑦ 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現について
● 障害福祉サービスについて、障害者が希望する地域生活を実現するとともに、多様化す
る利用者のニーズに応じて質の確保・向上を図る必要がある。こうした中で、制度の持続
可能性を確保する観点から、サービス間・制度間の公平性を踏まえ、報酬改定における
サービスの質等に応じたメリハリある報酬設定等、公平で効率的な制度の実現に向けた検
討を行う。

⑧ 処遇改善の実態把握等について
● 今回の改定が、福祉・介護職員の処遇改善に与える効果について、実態を把握する。
● 今回の報酬改定では、処遇改善分について２年分を措置し、３年目の対応については、
上記の実態把握を通じた処遇改善の実施状況等や財源とあわせて令和８年度予算編成過程
で検討する。

⑨ 経営実態調査のさらなる分析について
● 次回の障害福祉サービス等報酬改定に向けては、障害福祉事業所・施設の経営実態等を
より適切に把握できるよう、「障害福祉サービス等経営概況調査」や「障害福祉サービス
等経営実態調査」において、特別費用や特別収益として計上されている経費の具体的な内
容が明確になるよう、調査方法を見直し、次回以降の調査に反映させる。

⑩ 食事提供体制加算等について
● 食事提供体制加算については、食事提供時における栄養面での配慮を行うための要件を
新たに設け令和９年３月31日まで経過措置を延⾧することとするが、他制度とのバランス、
在宅で生活する障害者等との公平性等の観点も踏まえつつ、今後、経過措置の実施状況や
効果を踏まえた上で、更に検討を深める。

● 児童発達支援センターの、自園調理を前提とした基準（調理室の設置、栄養士等の配
置）について、今後、構造改革特別区域法に基づく特例措置の全国展開に関する検討に対
応することとし、同特例措置の実施状況や現場の支援の状況等も踏まえながら、更に検討
を深める。

⑪ 補足給付の在り方について
● 施設入所者に対する補足給付の在り方については、他制度とのバランス、在宅で生活す
る障害者との公平性等の観点も踏まえ、引き続き検討する。

⑫ 事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化について
● 障害福祉サービス等事業者が障害者総合支援法等の規定に基づいて地方公共団体に対し
て提出する指定申請関連文書等について、令和５年度中に作成する標準様式等の普及の状
況等を踏まえ、標準様式等の使用の基本原則化について検討を行う。
また、令和６年度に電子的に申請・届出を可能とするためのシステムの整備に向けて検

討する。
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全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）について（抄） 令和５年12月22日
閣 議 決 定

Ⅱ．今後の取組
２．医療・介護制度等の改革

＜① 来年度（2024年度）に実施する取組＞
◆ 診療報酬改定、介護報酬改定、障害福祉サービス等報酬改定の実施
・ （略）
・ 令和６年度介護報酬改定と障害福祉サービス等報酬改定については、介護や障害福祉の現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス
ごとの経営状況の違いも踏まえたメリハリのある対応を行う。

＜② 「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組＞
（生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上）
◆ 医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化
・ 医療法人の経営情報に関するデータベースについて、医療法人の会計年度が原則４月から翌年３月までとされており、2024年３月に決算を迎
える医療法人からの報告状況等を踏まえ、必要な対応について検討を行う。

・ また、介護サービス事業者の経営情報に関するデータベースについて、2024年４月からの施行に向けて取り組むとともに、職種別の給与総額
等について継続的に把握できるような対応について検討を行う。

・ 障害福祉サービス等事業者や、幼稚園・保育所・認定こども園等の経営情報に関するデータベースについても、速やかに検討を進め、必要な措
置を講じる。

◆ 障害福祉サービスの地域差の是正
・ 障害福祉サービスの地域差を是正し、供給が計画的かつ効率的に行われる方策について、必要な障害福祉サービスが公平かつ適正に提供される
よう、2024 年度から創設される、都道府県知事が行う事業所指定の際に市町村⾧が意見を申し出る仕組みを推進するとともに、共同生活援助に
おける総量規制も含めた地域の実態や地域移行の状況を踏まえた事業所指定の在り方について検討を行う。また、自治体の給付決定について、相
談支援の利用を促進しセルフプランの適正化を図るとともに、国が助言を行うこと等により利用者の状況に応じた適切な給付決定を推進する仕組
みを検討する。

（能力に応じた全世代の支え合い）
◆ 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現
・ 障害福祉サービスについて、障害者が希望する地域生活を実現するとともに、多様化する利用者のニーズに応じて質の確保・向上を図る必要が
ある。こうした中で、制度の持続可能性を確保する観点から、サービス間・制度間の公平性を踏まえ、報酬改定におけるサービスの質等に応じた
メリハリある報酬設定等、公平で効率的な制度の実現に向けた検討を行う。

＜③ 2040年頃を見据えた、中⾧期的な課題に対して必要となる取組＞
○ 科学的知見に基づき、標準的な支援の整理を含め、個人ごとに最適化された、質の高い医療・介護・障害福祉サービスの提供に向けた検討
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障害福祉サービス等報酬改定の検証について

調査 概要 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度
障害福祉サービス等
経営概況・実態調査

障害福祉サービス等施設・
事業所の経営状況等の調査

障害福祉サービス等
従事者処遇状況等調
査

障害福祉サービス等従事者
の処遇の状況及び処遇改善
加算の影響等の調査

障害福祉サービス等
報酬改定検証調査
（※１）

検討チームにおいて検討が
必要とされた事項や、報酬
改定の効果検証に必要な事
項等についての調査

障害者総合福祉推進
事業
（※２）

障害者施策全般にわたる、
引き続き解決すべき課題や
新たに生じた課題について
の実態把握や試行的取組

（経営概況調査）
Ｒ５・６年度決算にお
ける収支差率等を調査

Ｒ５・６年度（各年度
９月分）の従事者の
給与等を調査

（経営実態調査）
Ｒ７年度決算における
収支差率等を調査

（※１）Ｒ６年度改定検証調査概要
下記サービス等についてR６年度報酬改定の影響等を調査
①生活介護
②就労系サービス
③訪問系サービス
④共同生活援助

（※２）Ｒ６年度推進事業一次公募課題（主なもの）
・障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方
・共同生活援助における支援内容の明確化及び支援の質の評価
・就労系障害福祉サービスの実態
・重度障害者等の就労・就学の支援の在り方
・障害福祉サービス事業者の財務状況の把握
・障害福祉現場における手続負担の軽減

令和６年度報酬改定の影響等を把握するとともに、次期報酬改定に向けた基礎資料を得るため、下記の調査を行う。

⑤計画相談支援・障害児相談支援
⑥意思決定支援・権利擁護
⑦短期入所
⑧障害児通所支援

（注）上記は現時点のスケジュール見込みであり、今後変更があり得る。

調査項目を設定の上、
調査を実施

調査項目を設定の上、
調査を実施

引き続き状況を把握（詳細は今後検討）

上記調査の他、加算取得状況について国保連データで随時把握

引き続き調査を実施

引き続き調査を実施
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